
法定労働時間の超過・休日労働など、

知らず知らずのうちに労働基準法等に違反していませんか？

日当で支給しているから大丈夫・・・と気にも留めていない警備会社様がカス多
く見受けられます。月内法定労働時間超過による割増賃金の発生、休日勤務の誤
解による休日勤務割増の不払い等、知らず知らずのうちに法律に違反している場
合があります。

その他にも・・・

上番・下番の報告に人
出がかかり、大量の確
認・集計作業に毎月社
員が総出で行っている。

最低賃金の改定時
にどれくらいコス
トアップするのか
即座に分からない。

煩雑な給与計算業務に
多くの時間・人を費や
している。ミスも多い。

「給勤ファルコン」の導入により法に準拠した給与計算
はもちろん、大幅にコストダウンが出来ます。

詳しくは裏面をご参照ください。

給勤ﾌｧﾙｺﾝ
上下番・給与勤怠管理システム

給勤ﾌｧﾙｺﾝ

このようなお悩みは

で解決できます！



販売代理店

株式会社　FIS
Fukushima Information Solutions

本社 〒649-0304　和歌山県有田市箕島579番地
TEL:050-3784-8422　FAX:0737-83-5748

http://www.fisol.co.jp/　E-Mail info@fisol.co.jp

大阪出張所
名古屋出張所

〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町14-5
〒496-0812　愛知県津島市兼平町1丁目50番地




